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公募型プロポーザル方式による受託者選定実施公告 

 

 

紀南病院経営の改善提案及び今後のあり方に関する検討支援業務を委託するに当たり、下記の

とおり公募型プロポーザル方式により受託者選定を行う旨、公告する。 

 

令和 7 年 7月 18 日 

公立紀南病院組合 

管理者 真砂 充敏 

 

記 

 

１ 業務概要 

(1) 業務名 

紀南病院経営の改善提案及び今後のあり方に関する検討支援業務（以下「本業務」という。） 

(2) 業務内容 

  「紀南病院経営の改善提案及び今後のあり方に関する検討支援業務仕様書」（以下「仕様書」

という。）による。ただし、契約時において、受託者の提案内容により一部を変更する場合があ

る。 

(3) 履行期間 

  令和７年 10 月１日から令和８年９月 30 日まで 

(4) 委託料上限額 

  11,000,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 （令和８年度までの継続事業とし、令和７年度の委託料上限額は 4,400,000 円とする。） 

(5) 担当 

  紀南病院 管財課 榎本、白草 

  住所：〒646-8588 和歌山県田辺市新庄町 46 番地の 70 

  電話：0739-22-5623（直通） 

  E-mail：kenomoto@kinan-hp.tanabe.wakayama.jp 

 

２ 実施スケジュール 

  「紀南病院経営の改善提案及び今後のあり方に関する検討支援業務公募型プロポーザル実施

要領（以下「実施要領」という。）による。 

 ※ 本プロポーザルは、提出者が１社の場合でも審査を実施し、審査基準を満たすと認められ

る場合は、当該提案者を受託候補者として選定する。 

 

３ 質問の受付 

(1) 受付期間 

  令和７年７月 22 日（火）午前８時 30 分から７月 28 日（月）午後５時まで 
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(2) 提出先 

E-mail：kenomoto@kinan-hp.tanabe.wakayama.jp 

(3) 質問書の提出 

   実施要領による。 

 

４ 参加申込について 

 (1) 提出期間 

   令和７年８月１日（金）午前８時 30 分から８月８日（金）午後５時まで  

持参の場合は、上記期間内の平日午前８時 30 分から午後５時まで（正午から午後１時まで

を除く。）とする。 

郵送の場合は、８月８日（金）必着とし、書留等送達過程が記録されるものに限る。 

 (2) 提出先 

１業務概要の(5)担当まで提出。 

 (3) 提出方法 

   持参又は郵送により提出。    

(4) 提出書類 

  実施要領による。 

 

５ 企画提案審査について 

(1) 提出期間 

  令和７年８月 18 日（月）から令和７年８月 25 日（月）午後５時 15 分まで（必着） 

持参の場合は、上記期間内の平日の午前８時 30 分から午後５時 15 分まで（正午から午後

１時までを除く。）とする。 

郵送の場合は、８月 25 日（月）必着とし、書留等送達過程が記録されるものに限る。 

(2) 提出先 

１業務概要の(5)担当まで提出。 

(3) 提出方法 

持参又は郵送により提出。 

(4) 提出書類 

  実施要領による。 

(5) 企画提案審査について 

提出された企画提案書を基に説明を行うこと。なお、プレゼンテーションソフト等の使用

は認めない。 

ア 実施日 

   令和７年９月３日（水）午後 

   ※時間、実施場所等詳細については、提案者に別途連絡する。 

イ 所要時間 

   企画提案の時間は、40 分程度（提案者からの説明 20 分、質疑応答 20 分。準備時間は除

く。）とする。ただし、質疑応答の時間は変更する場合がある。 
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ウ 出席者 

   提案者１社につき４人以内とし、本業務の管理者および主たる担当者は出席し、主たる

担当者が説明を行うこと。 

エ その他 

   実施要領による。 

(6) 選定方法 

  実施要領による。 

(7) 選定結果 

  選定結果については、９月８日（月）までに通知を発送する予定。 

 

７ 審査基準 

 実施要領による。 

 

８ 契約 

  実施要領による。 

 

９ 失格事項 

 提案参加者が次の事項に該当すると当組合が判断した場合は、失格とする。 

(1) 書類の提出期限に遅延した場合 

(2) 本要領を順守しない場合 

(3) 提出書類が仕様書に示された条件に適合しない場合 

(4) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

(5) 提出された見積書が委託料上限額を超過している場合 

(6) 企画提案審査を欠席した場合 

(7) 審査の公平性を害する行為があった場合 

(8) 前各号に定めるもののほか、提案に当たり著しく信義に反する行為等があった場合 

 

10 辞退 

 本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、令和７年８月 18 日（月）までに、持参又は郵送

により、辞退理由を記した参加辞退届（任意様式）を提出すること。 

 

11 その他 

実施要領による。 


